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栃木県では、平成17年10月から第三者評価機関が認証され第三者評価の本格実施が
スタートしたところです。
今回のシンポジウムでは、福祉サービス第三者評価の目的を意義を整理して、事業者

や利用者がどのように活用していくかについて、今後の課題と併せて考えます。
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◇豊富な経験を持つ評価者による客観的な評価
社会福祉法人の経営指導に豊富な経験を持つ評価者と、各福祉分野の
専門性に優れ福祉の現場実績のある評価者・アドバイザーにより、視野の
広い客観的な評価を行います。
独自の評価者研修やマニュアルの活用により評価者の資質の向上に常に
努めています。

◇改善に有効な情報となる利用者意向の把握
利用者への聞き取り調査では、有効回答の収集のみにはこだわりません。
可能な範囲でできる限り多くの利用者と関わることで、個々及び全体の利用者
の雰囲気，状況，傾向を汲み取っていくことを重視しています。

◇幅広いサービス種別に対する多くの評価実績
☆ 当社の第三者評価実績（３都県の合計、単位：件）

第三者評価機関を紹介します！ vol.４

栃木県で認証されている評価機関からの原稿をそのまま掲載していくコーナーです。評価機関を順に紹介して
いきます。評価を実施しようと考えている事業所の皆様は、評価機関を決める際の参考にしてください。

★社団法人日本社会福祉士会とは
国家資格である「社会福祉士」の職能団体です。栃木県にも約３００名の会員が県内
各方面の分野で社会福祉の専門職として活躍しております。

★県民福祉サービスの向上を願います
福祉サービス利用に際し、適正な選択の判断材料としての正確な情報を伝えるだけ
ではなく、情報を公開することで多くの県民に福祉に対する興味や関心を持って
もらえることを願っています。

★事業所と共に学んでいきたいと考えます
私たち評価調査者は、福祉の各分野での実践経験者です。調査する人、される人と
いう関係でなく、県民福祉の向上に努力している仲間として調査を通じ一緒に学び考
えていけたらと願っています。

★地域に根ざした活動に努めます
当機関は、今年度社団法人「栃木県社会福祉士会」として法人化を進めています。
法人として、地域に根ざした公的な責任を果たせるような活動を目指します。

特別養護老人ホーム

知的障害者入所更生施設
認可保育所

その他のサービス種別
合 計

16年度
27
6
9
54
96

17年度
27
7
20

103
49

18年度
31
12
16

100
41

当社は、東京都，栃木県，千葉
県にて評価機関の認証を受け
活動をしています。左の表の通
り、その評価内容には高い支持
をいただいております。



評点はA・B・Cです。評点だけでなく評点の根拠が分かる「評価所見」も公表されます。

第三者評価を知ろう！
Vol.３ 評価の流れは？

第三者評価は、事業所の皆さんが評価機関・評価調査者を自ら選ぶことから始まります。評

価機関は法人形態も異なりさまざまな資格・経歴を持つ評価調査者が所属しています。まずは

評価機関に問い合わせてみましょう。

評価機関を複数比較して、評価機関を決定し申し込みます。

評価機関と評価の手法や金額などについて契約を締結します。

調査の方法等について評価機関に要望を伝え、

十分に打ち合わせをします。

評価機関から評価開始前に手法についての説明をおこないます。

【事業所の自己評価】
評価機関内から配布された評価基準を使用
して自己評価を行います。

【利用者調査】
評価機関が利用者の意見をきく
利用者調査を行います

事業所の自己評価、利用者調査、訪問調査、書面調査などの結果をもとに調査結果

を検討し、評価結果が事業所に報告されます。評価結果は内容をよく確認し、納得
がいくまで評価機関と十分に話し合います。

利用者調査の実施する数や日程調整など、評価機関との打ち合わせで決定しますが、第三者
評価を契約から公表まで概ね4～5ヶ月程度の期間がかかります。

評価調査者が事業所を訪問し、現地視察、経営層・職員・
利用者・保護者等へのヒアリング、書面調査等により、
評価に必要な情報を収集・確認します。



■第三者評価事業に関するご意見・ご要望がありましたら、お寄せください ■

平成１９年度第三者評価機関の申請受付を開始しました。

第三者評価機関として認証を受けようとする法人の皆様は、申請書に必

要書類を添えて県推進機構まで申請してください。平成19年度の申請受付

期間は、平成１９年６月２９日(金)～７月３１日(火)です。

詳細は、県推進機構ホームページをご覧ください。

福祉サービス第三者評価を実施した事業所 【平成19年4月～6月に公表】

平成１９年４月から６月までに県推進機構で評価結果を公表した事業所は以下の３事

業所です。県推進機構ホームページ（http://www.tfhs.jp)や県推進機構事務局で１年

間公表していますので、ぜひご覧ください。

●障害分野＜知的障害者更生施設･･･２件＞

◆社会福祉法人すかい 第二皇海荘

〒321-1511 日光市足尾町２０７１番地１

公表期間：平成１９年５月１日～平成２０年４月３０日

評価機関：と評機０５－０８ 株式会社福祉規格総合研究所

◆社会福祉法人すかい 皇海荘

〒321-1511 日光市足尾町２０８４番地
公表期間：平成１９年５月７日～平成２０年５月６日

評価機関：と評機０５－０８ 株式会社福祉規格総合研究所

●高齢分野＜軽費老人ホーム･･･１件＞

◆社会福祉法人むつみ福祉会 ケアハウス白寿の里

〒321-0903 宇都宮市下平出町９１１－１

公表期間：平成１９年５月１８日～平成２０年５月1７日

評価機関：と評機０５－０６ 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会

★次号の推進機構ニュースは、９月頃発行予定です。


